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通常国会　安倍首相は所信表明せず
来年度の国の予算などを決める通常国会は、来週２６日に召集されますが、冒頭での安倍首相の所信表明演説が行われないようです。国民への説明を軽視する安倍内閣の態度が浮き彫りになっています。　　　　　　　　　　　ｐ特に今回の通常国会は、安倍首相自身が「歴史的チャンレジ」と位置づける重大な案件を問う、歴史的な国会となります。安倍首相は、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を具体化する安保法制の整備や、戦後７０年にあたっての新談話を出すと言っており、憲法破壊と歴史の偽造を同時並行で進める狙いです。　　　ｐ沖縄県知事選と総選挙で下った審判に背く米軍新基地建設、原発再稼働、介護報酬削減など社会保障大幅切り捨て、雇用の大破壊をもたらす「生涯派遣」法案の再提出など、重大問題が山積みの通常国会となります。　　　　　　　　　ｐこの様に国民への説明を軽視する根本には、政権の重要課題で世論に厳しく追い詰められた政治的ゆきづまりがあるからです。反対世論を恐れて、安保関連法案の提出は党略的に４月のいっせい地方選後に先送りし、国会冒頭で法案概要すら示せないこと自体が重大な矛盾です。
２０１５年予算 閣議決定 暮らし切捨て 未来壊す
大企業には法人税減税で大盤振る舞いをし、軍事費は３年連続増加で過去最高へ膨張させました。これと反対に医療、介護、年金、生活保護は大改悪を続けて、国民に負担増と給付削減という痛みを次々と押し付ける中身です。　　　　　ｐｐ「貧困と格差」が広がっている時、これを是正するための「所得の再配分」が国の予算の本来の役割です。その役割を投げ捨て、大企業向けの法人税減税を税率で２.５１％も下げ、税金を１兆円以上も負けてやる安倍政権の姿勢は本末転倒というほかありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐ国民の生活の土台となる社会保障を壊して、国民の命と暮らしは守れません。軍拡路線は、アジア諸国との緊張を高め、日本の安全保障にとって極めて有害です。国民の安心・安全を壊し、日本の国の進路も危うくする予算案を決めた安倍政権に日本の未来を託す事は出来ません。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐ消費税増税は「社会保障充実のため」という口実は何処へ行ったのでしょうか。消費税に頼らない経済・財政への転換が急がれます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
３月議会は２月２５日（水）から始まります。

２０１５年３月定例議会（予定）
２月２５日（水）　　　午前１０時　　本会議開会（施政方針・議案上程、説明）
３月　３日（火）―　６日（金）
　　午前１０時  　本会議（代表・議案質疑、委員会付託、請願上程・補足説明、一般質問）
３月　９日（月）―１２日（木）
　午前１０時　　常任委員会
２０日（金）　　　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
昨年来、１１月市会議員選挙、１２月総選挙と１２月議会が最終日の２６日まで続き、年が明けて束の間、２月早々からは全員協議会で福祉関連の計画の協議が始まります。今年の４月からは、子ども子育て、介護保険が大きく変わるため、来年度予算は慎重な審議が求められます。

こんな中、桑名市は１月１５日、多度地区への健康増進施設の整備について、民間資金を活用するＰＦＩ方式の中で、建設だけでなく、その後の運営にも税金を投入しない「独立採算型」を採用すると発表しました。２０１５年度に事業者を選定し、完成は２０１６年秋と言います。甘い話「ＰＦＩという神話」に騙されてはいけません。１２月議会の補正で、１千２百万円余りの債務負担行為が挙がっています。「実施方針」をよく読むと、事業者の収入に「本市からの委託事業を実施する事の対価による収入が見込まれる場合もある」とあります。以上の事からも税金を一銭も使わないというのは、はなから嘘です。
桑名市は、福祉の関係で３本のパブコメを募集

①「桑名市生活困窮者自立支援事業計画（案）」　②「第３期桑名市障害者計画（平成２７年度から３２年度）・第４期桑名市障害福祉計画（平成２７年度から２９年度）（案）」　③「桑名市地域包括ケア計画－第６期介護保険事業計画・第７期老人福祉計画－（平成２７年度から２９年度）（案）」
　いずれも、１月２２日（木）が締切りでした。案は、桑名市のＨＰから見る事が出来ましたが、量が多くて難解でした。私はパブコメに挑戦してみました。裏面に概略を掲載しますのでお付き合いください。
１、桑名市生活困窮者自立支援事業計画(案）
「生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講じるための『生活困窮者自立支援法』が２０１５年４月から施行されます。この法律は地域福祉を充実し、まちづくりを進めていく上でも、重要なものであることから、桑名市では生活困窮者自立支援事業計画の策定を進めてきました。計画策定にあたっては、桑名市社会福祉事務所、桑名公共職業安定所及び桑名市社会福祉協議会で構成する『桑名市生活困窮者自立支援制度関係会議』などを開催し、議論などを重ねてきた。」と桑名市のＨＰには書かれています。
しかしながら事業計画と言うが計画がありません。
「必須事業」２つ（自立相談支援事業と住居確保給付金の支給）と「任意事業」として就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他自立の促進に必要な事業の５つがありますが、これらの事業をどうするのかが問題なのです。全体的に具体性がなく、これからどうするのか分かりません。 
　事業計画という大義名分をとりながら、結局するのは「相談業務」だけなのか。中味のない意味のない計画であり「事業計画」とは言えないのではないか。
無駄な時間の浪費は止めて、真剣に生活困窮者に向かい合うべきではないか。
２、第３期桑名市障害者計画及び第４期桑名市障害福祉計画（案）
「『第３期桑名市障害者計画』は、『障害者基本法』に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画であり、『第４期桑名市障害福祉計画』は、『障害者総合支援法』に基づき、障害者計画の中の[生活支援]に関わる事項の、障害福祉サービスに関する必要な利用の見込量などを定める３年間の実施計画的な位置づけになる」と桑名市のＨＰには書かれています。

【総論】障害者の方の制度が、「措置制度」から「支援費制度」、「自立支援法」、障害者「総合支援法」に、この１０年余りでコロコロ変わりました。良くなったところはあるのか。年表を作って評価してみることを提案しました。又、「第２期桑名市障害者計画」の総括がなく、次の計画への出発にならないことを指摘しました。更に、「桑名市地域福祉計画」が上位計画なら、社会福祉協議会との関係に言及することを求めました。「プリシード・プロシードモデル」という新しい手法を取り入れているようですが、どの様に活用されているのか説明を求めました。
【各論】特に保健・医療の充実のところで、①障害者が利用しやすい医療提供体制の構築とは。②入院時にヘルパーを派遣してもらえないか。③医療費の窓口無料化は出来ないか。④障害者健診はどうなっているのか。⑤地域移行・地域定着事業は強引に進めるのか。⑥民間事業者の参入はあるのか。⑦在宅生活を支援するためのネットワーク連絡会のスケジュールは。等々を求めました。
全体的に事業の内容が分かりづらく、今までどんな事業をしてきて、今後どんな事業をしていくのかが分かりづらく、改めて、「ガソリン代支給は市場価格の反映を、タクシー券は増額を」などの要求も付け加えました。
３、桑名市地域包括ケア計画－第６期介護保険事業計画・第７期老人福祉計画－（平成２７年度から２９年度）（案）

「市では、高齢になっても、可能な限り、住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けられる地域づくりを目指し計画の策定作業を進めてきた。計画策定にあたっては、１３年１２月に『桑名市地域包括ケアシステム推進協議会条例』を制定し、医療・介護・予防・日常生活支援等の各分野の関係者の参加を得て、桑名市地域包括ケアシステム推進協議会を開催し協議してきた。」とＨＰに書かれています。
1 「リロケーションダメ―ジ」のとらえ方についてー病院という環境に変わっ

た場合に、弊害があるとするなら病院に問題があるのではないか。住んでいる地域を優先させる理由には当たらない。
2 地域包括ケア研究会の「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に
関する調査研究事業」の報告書の内容の説明・解説が要るのではないか。
3 ここで自助・互助・共助・公助を持ちだすのはおかしいのではないか。社会
保障は本来は公助です。そこに自己責任論を持ち出して来ているのが、「社会保障制度改革国民会議報告」であり現政権です。住民の福祉と健康を守る地方自治体の本来の役割として、桑名市は何をするのか論じていくべきです。
4 介護保険を「卒業」とはどういう事なのか。今後は「地域生活応援会議」に
よって介護保険の認定＝「入学」を難しくしようとしている。
5 「在宅で生活を継続する限界点を高める」とは、具体的どういうことなのか。
どれだけ我慢できるかという事なのか。症状を悪化させ、大変な事にならないか。
6 病院からの早期追い出しである「退院調整の充実」は、２０１５年度より「在
宅医療・介護連携推進事業」で実施とあるが予算と担当はどこなのか。
7 出来高払いから定額払いになって良いように書かれているが、医療で行われ
てきた定額制は満足な医療がうけられず医者からも不評ではないのか。何で喜んで乾杯しているのか。個の挿絵は外すべきです。理解に苦しむ。
8 「規範的統合」とは何のことかさっぱり分からない。
9 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会条例」制定について。「地域包括ケ
アシステム」は、患者を病院から短期で追い出し、条例には、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とする」となっているが、現状では整備されてない住まい（場所）を中心として、ボランタリー等の専門でない人たちに互助・共助を強要するものです。今の状況では、このシステムの推進はできません。また、条例には幾つかの必要な事項は市長が定めるという白紙委任状的な事や事務局が離れた２カ所にある等曖昧なところがあります。この様な事をどう解決するのか。
10 「介護給付及び予防給付」と「地域支援事業」のところで具体的な事が書か
れているのだが、非常に分かりずらい。現行の制度と新しい制度（新設してやる事止める事や利用料金も含め）を一覧表にして市民に知らせ評価を貰うべきです。（今度の介護保険の改悪は、①要支援の介護保険はずし②利用者負担が２割になる人もある③特養へは要介護３以上しかダメ等々がある訳だが、こういった内容をちゃんと説明すべきです。）今までの介護保険から外し、ボランティアやシルバー人材センターに介護類似行為をやらせる事は問題です。
11 新たな「市町村特別給付」は介護保険の負担増。「桑名市一般会計に貢献す
る効果」とあるが、とんでもない事です。保険料が１６％も上げられるのです。
12 年金からの特別徴収がほとんどであるわけだが、年金は減らされ、介護保険
料は１６％も増やされる。残された年金でどう生活をして行けと言うのですか。
日本共産党の桑名市における３大要求「国保税の引下げ」、「子どもの医療費の窓口無料化」、「小学校にエアコンの設置」
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２２６　　　　２０１５年　　１月　２２日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５







































































